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認知症施策推進５か年計画

で対応 

 ・早期診断・早期対応 

 ・認知症の普及・啓発 

 ・見守りなどの生活支援の 

     充実など 
     →地域での生活継続を可 
        能にする。 

（１）認知症高齢者の現状（平成２２年） 

○全国の65歳以上の高齢者について、認知症有病率推定値15％、認知症有病者数約439万人と推 
   計 （平成22 年）。 また、全国のMCI（正常でもない、認知症でもない（正常と認知症の中間）状態の 
   者）の有病率推定値13％、MCI有病者数約380万人と推計（平成22年）。 

○介護保険制度を利用している認知症高齢者は約280万人（平成22年）。 

健常者 

約３８０万人（注） 

約１６０万人 

約２８０万人 

介護保険制度を利用している認知症 
高齢者（日常生活自立度Ⅱ以上） 

日常生活自立度Ⅰ又は要介
護認定を受けていない人 

ＭＣＩの人（正常と
認知症の中間の
人） 

（注）MCIの全ての者が認知症になるわけではないことに留意 

出典：「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」（H25.5報告）及び『「認 
    知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について』（H24.8公表）を引用 

65歳以上高齢者人口2,874万人 

持続可能な介護保険制度を確立し、安心して生活できる地域づくり。 

一部の人 

アルツハイマー病
については、約20

年前から原因蛋白
が蓄積され始める 
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（２）介護保険制度改正のこれまでの取組 

平成１２年４月 介護保険法施行 

平成１７年改正（平成１８年４月施行） 

○介護予防の重視（要支援者への給付を介護予防給付に。介護予防ケアマネジメントは地
域包括支援センターが実施。介護予防事業、包括的支援事業などの地域支援事業の実
施。） 

○施設給付の見直し（食費・居住費を保険給付の対象外に。所得の低い方への補足給
付。） 

○地域密着サービスの創設、介護サービス情報の公表、負担能力をきめ細かく反映した第
１号保険料の設定 など 

平成２０年改正（平成２１年５月施行） 

○介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制の整備。休止・廃止の事前届出制。
休止・廃止時のサービス確保の義務化 など 

平成２３年改正（平成２４年４月施行） 

○地域包括ケアの推進。２４時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービス
の創設。介護予防・日常生活支援総合事業の創設。介護療養病床の廃止期限の猶予 

○介護職員によるたんの吸引等。有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利
用者保護。市町村における高齢者の権利擁護の推進。 

○介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和。地域密着型サービ
スの公募・選考による指定を可能に。各都道府県の財政安定化基金の取り崩し。   
など 

第１期 
（平成１２年度

～） 

第２期 
（平成１５年度

～） 

第３期 
（平成１８年度

～） 

第４期 
（平成２１年～） 

第５期 
（平成２４年～） 
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介護保険法 第5条第3項 （平成23年6月改正、24年4月施行） 

 

 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域で

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給

付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態

等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため

の施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医

療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する

よう努めなければならない。 
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（３）介護保険法における「地域包括ケア」に係る理念規定の創設 
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（４）介護保険サービス指定基準条例 独自基準条文 

○多職種連携の担い手となる人材の育成（研修） 

 
（勤務体制の確保等） 

第30条 （略） 
２ (略) 
３ 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修
の機会を確保しなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、前項の研修には次に掲げる事項を含めるもの
とする。 
(1)※法第５条第３項に規定する施策の包括的な推進に資するための、本市、
保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、地域住民等の活動に関
する知識及びこれらの者との連携に関する事項 

  
※ 介護保険法第５条第３項 
「国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施
策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並び
に地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な
連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。」  

【金沢市介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
（平成24年金沢市条例第50号）】 



２０００年度 

２００１年度 

２００２年度 

２００３年度 

２００４年度 

２００５年度 

２００６年度 

２００７年度 

２００８年度 

２００９年度 

２０１０年度 

２０１１年度 

２０１２年度 

２０１３年度 

２０１４年度 

2,911円 

（全国平均） 

3,293円 

（全国平均） 

4,090円 

（全国平均） 

事業運営期間 給付（総費用額） 事業計画 保険料 

3.6兆円 

4.6兆円 

5.2兆円 

○ 市町村は３年を１期（２００５年度までは５年を１期）とする介護保険事業計画を策定し、３年ごと 
 に見直しを行う。 
○ 保険料は、３年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基き、３年間を通じて財政の均衡 
 を保つよう設定される。（３年度を通じた同一の保険料） 

4,160円 

（全国平均） 

（５）介護給付と保険料の推移 

第
三
期 

第
三
期 

第
二
期 

第
一
期 

第
四
期 

第
四
期 

第
五
期 

第
五
期 

5.7兆円 

6.2兆円 

6.4兆円 

6.4兆円 

6.7兆円 

6.9兆円 

7.4兆円 

7.8兆円 

8.3兆円 

8.9兆円 

？ 

？ 

4,972円 

（全国平均） 

第 

一 

期 

第 

二 

期 
※2010年度までは実績であり、2011～2012年は予算ベースである。  
※2025年度は社会保障に係る費用の将来推計について（平成24年３月）  

・・・ 

２０２５年度 21兆円程度（改革シナリオ） 
8,200円 

    程度 
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改定率 

H15年度改定 

▲2.3％ 

H17年度改定 

▲1.9％ 

H18年度改定 

▲0.5％ 

H21年度改定 

＋3.0％ 

H24年度改定 

＋1.2％ 

※2012年度の賃金水準に換算した値 



（６） 給付水準と第１号保険料（介護政策評価支援システムによる） 

第1号被保険者一人当たり保険料給付月額・第1号保険料月額・必要保険料月額（H24年10月） 

21,748 21,917 22,644 
25,075 25,296 25,610 24,938 24,983 25,726 

4,160 

4,972 4,972 

4,635 

5,546 5,546 

4,750 

5,680 

5,680 

4,704 

4,741 4,898 

5,424 

5,472 5,539 
5,220 

5,589 

5,755 

0
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15,000

20,000

25,000
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2310 2404 2410 2310 2404 2410 2310 2404 2410

全国 石川県 金沢市 

保

険

料

月

額

（
円

）
 

給

付

月

額

（
円

）
 

注）給付月額は大小月を勘案し、1ヶ月30.4日換算している 給付月額（円） 第1号保険料月額 必要保険料月額 6 
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■事業の目的・概要 
○ 地域包括ケアシステムの実現に向け、医療、介護の専門家など多職種が協働してケア方針を検討し、高齢者の 
  自立支援、認知症の人の地域支援などを推進する「地域ケア会議」の普及・定着を促進する。 

国の事業 

広域支援員、専門職の派遣 

都道府県の事業 @200万円 市町村の事業 ＠100万円 

＜地域ケア会議立ち上げ支援＞ 

①自立支援型ケアマネジメントの実現に向けた支援 

（例） ○地域ケア会議開催に係る参加対象者への周知     

     ○模擬演習会の開催 等     

市町村の取組方針を関係者に周知 
○認知症高齢者等のケアマネジメント支援 
○自立支援に資するケアマネジメント支援 
○ケアプランのセカンドオピニオン 
○困難事例へのケアマネ支援 

②地域包括支援ネットワークの構築、インフォーマルサービスの立ち上げ 

（例） ○多職種合同研修会の開催 
    （医療、介護等の多職種協働の基礎知識の共有、関係強化）  

       ○住民・町内会・配達業者等による孤立化防止企画委員会等       

       ○生きがいサロン等立ち上げ 等 

＜地域ケア会議を効果的に実施するために必要な支援＞ 

  
 
 

 ○全国会議（先駆的取組み、活用方法の普及） 
 ○地域ケア会議活用マニュアルの作成・普及 
 ○コーディネーターの育成 

※報告書の作成・普及 

 
 
 
 
 
 

地域支援事業交付金 
（包括的支援事業） 

後
方
支
援 

立
ち
上
げ
支
援 

地域包括支援センター等 
における地域ケア会議の 

開催・運営 

補助率：１０／１０（定額） 

２５年度予算案  ２１９百万円 
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（７）地域ケア会議活用推進等事業 



指標名 指標説明 現状値 目標値 備考（各圏域の現状値） 

在宅療養支援診療所数 
在宅医療提供体制の充実度を
示す指標 

145(H24) 増加 

増加南加賀 29 
石川中央  93 
能登中部  20 
能登北部   3 

訪問看護事業所数 
訪問看護事業所数在宅医療提
供体制の充実度を示す指標 

81(H24） 増加 

  

指標名 指標説明 現状値 目標値 備考（各圏域の現状値） 

在宅医療連携グループ数 
在宅医療連携体制の充実を反映
した指標 

9（H24） 増加 

南加賀  2 
石川中央 5 
能登中部 2 
能登北部 0 

指標名 指標説明 現状値 目標値 備考（各圏域の現状値） 

訪問診療を受けた患者数 在宅医療の普及度を示す指標 
29,710
（H24） 

増加 
  

南加賀       5,014 
石川中央  18,219 
能登中部    4,155 
能登北部    2,322 

なお、数値目標は、平成25年度からの計画から設定された。 

③ 成果（アウトカム指標） 

② 提供の方法、手順（プロセス指標） 

① 体制の構築（ストラクチャー指標） 

（８）第６次石川県医療計画における在宅医療体制を評価するための数値目標 
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区   分 

Ｈ20 Ｈ23 

診療所数 （人口10万人対） 診療所数 （人口10万人対） 

全   国 11,260 8.8  13,506 10.6 

石川県 117 10.0  158 13.6 

金沢市 44 9.6  62 13.4 

○在宅療養支援診療所数は、全国より金沢市が1.26倍（人口10万人対）整備されており、在宅療養の体制
整備が進められている。 

（医療施設調査） 

（９）在宅療養支援診療所数の推移 

※在宅療養支援診療所の要件 
○ 当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置していること 
○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を中心として、患家の求
めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保していること 
○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、患家の
求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保していること 
○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内において、在宅療養患者の
緊急入院を受け入れる体制を確保していること 
○ 医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー等)と連携していること 
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（10）石川県における在宅医療の提供体制（訪問診療を実施している診療所） 



○高齢者の健康寿命をのばし、生活の質を高めていくためには、生活習慣病予防と介護予防を地域で総合的に
展開することが大切。 
○予防の概念は、一次予防、二次予防、三次予防の３段階に整理してとらえることができる。 

（11）介護予防における一次・二次・三次予防 
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（12）地域支援事業について 

＜事 業＞ 
介護予防事業（介護予防サービス以外の事業） 
包括的支援事業  
任意事業 

○市町村は、被保険者が要介護状態・要支援状態となることを予防することともに、要介護状
態となった場合でも、可能な限り地域で自立した日常生活を営むことをできるよう支援するこ
とを目的とする。（介護保険法第115条の45） 

国 25% 

県 12.5% 

市 12.5% 

40歳以上

64歳の方の

保険料 

29% 

65歳以上の

方の 

保険料 

21% 

国 39.5% 

県 

19.75% 

市 

19.75% 

65歳以上

の方の 

保険料 

21% 

地域支援事業の財源構成 

介護予防事業 
包括的支援事業、任意事業 
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地域支援事業（第115条の45） 介護保険給付 

予
防
給
付 

介 

護 

給 

付 

ｹ ｱ 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

指定居宅介護 

支援事業所 

任意事業 包括的支援事業 介護予防事業 

委託 委託 

一部委託可 

一体的に実施 

＜介護保険非該当者＞ 
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介護予防 

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
指定 

介護予防支援 

包括的・継続的 

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援 

権 利 擁 護 

総合相談支援 

介護予防ケアマネジメント 

地域包括支援センター（第115条の46） 

（13）地域支援事業の全体像について 



総合相談支援業務 

主任ケア 
マネジャー

等 介護予防 

ケアマネジメント業務 

保健師等 

社会福祉士等 

行政機関、保健所、医療 

機関、児童相談所など 

必要なサービスにつなぐ 

多面的（制度横断的）支援
の展開 

介護サービス 

成年後見制度 

地域権利擁護 

医療サービス 

ヘルスサービス 

虐待防止 

ボランティア 

民生委員 

介護相談員 

チームアプローチ 

権利擁護業務 

包括的・継続的ケアマ 

ネジメント支援業務 

・「地域ケア会議」等を通じた自立
支援型ケアマネジメントの支援 

・ケアマネジャーへの日常的個別指
導・相談 

・支援困難事例等への指導・助言 

住民の各種相談を幅広く受け付け
て、制度横断的な支援を実施 

     ：包括的支援事業（地域支援事業の一部） 
 
     ：介護予防支援（保険給付の対象） 

介護予防支援 

要支援者に対するケアプラン作成 
 

※ケアマネ事業所への委託が可能 

二次予防事業対象者（旧特定高
齢者）に対する介護予防ケアプ
ランの作成など 

・成年後見制度の活用促進、 
高齢者虐待への対応など 

○ 地域包括支援センターは、総合相談、成年後見制度の活用促進などの権利擁護、介護支援専門員への指導・ 
 助言などの包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防支援などの業務を担っており、全国に4,328か所
（金沢市19か所）存在している。（H24年4月末） 
○ 平成24年度から、包括的・継続的ケアマネジメント支援の充実のため、個別事例の検討を行う「地域ケア 
 会議」を通知に位置づけ、保健医療等の多職種協働によるケアマネジメント支援等を行っている。 
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（14）地域包括支援センターについて 



管轄   センター名 電話番号 主任ケアマネ 保健師等 社会福祉士 ケアマネ 人数 所在地 
担当地域（地区民生委員 
児童委員協議会担当地域） 

委託法人名 

元 
 
町 

1 きしかわ ２５７－７８７８ １ １ １ １ 4 岸川町ほ５ 森本 社会福祉法人 北伸福祉会 

2 ふくひさ ２５７－１３２３ １ １ １ １ 4 福久町ワ１－１ 千坂、小坂 医療法人社団 福久会 

3 かすが ２５３－４１６５ １ １ １ １ 4 鳴和１－１－１０ 浅野、森山、夕日寺 医療法人社団 仁智会 

4 おおてまち ２６３－５５１７ １ １ １ ２ 5 大手町９－１ 松ヶ枝、此花、瓢箪、馬場 医療法人社団 博仁会 

5 さくらまち ２２２－５７２２ １ １ １ １ 4 桜町２４－３０ 材木、味噌蔵 医療法人社団 金沢 

6 たがみ ２３１－８０２５ １ １ １ １ 4 田上本町カ４５－１ 犀川、湯涌、浅川 医療法人 十全会 

  
たがみブランチ 第二金沢朱鷺の
苑 

２２９－３７３７       １   上辰巳町１０字２１１－１   社会福祉法人 北伸福祉会 

駅 
 
西 

7 もろえ ２９３－５０８４ １ １ １ １ 4 沖町ハ１５ 諸江、浅野川、川北 社団法人 全国社会保険協会連合会 

8 くらつき ２３７－８０６３ １ １ １ １ 4 鞍月東１－８－２ 鞍月、粟崎、大野、金石 医療法人社団 映寿会 

9 えきにしほんまち ２３３－１８７３ １ １ １ １ 4 駅西本町６－１５－４１ 戸板、大徳 医療法人社団 博友会 

10 ひろおか ２３４－２１２９ １ １ １ １ 4 広岡２－１－７ 長町、長土塀、芳斉、長田、西 社会福祉法人 北伸福祉会 

11 かみあらや ２６９－０８５０ １ １ １ １ 4 上荒屋１－３９ 押野、西南部、三和 社会福祉法人 やすらぎ福祉会 

12 きたづか ２４０－４６０４ １ １ １ １ 4 北塚町西４４０ 米丸、二塚、安原 社会福祉法人 北伸福祉会 

泉 
 
野 

13 とびうめ ２３１－３３７７ １ １ ２ １ 5 飛梅町２－１ 新竪、小立野 社会医療法人財団 松原愛育会 

14 みつくちしんまち ２６３－７１６３ ２ １ ２ ２ 7 三口新町１－８－１ 十一屋、内川、菊川、崎浦 社会福祉法人 陽風園 

  
みつくちしんまちブランチ 第三万陽
苑 

２８０－６７８５     １     三小牛町２４字３－１   社会福祉法人 陽風園 

15 ながさか ２８０－５１１１ １ １ １ １ 4 泉野出町１－２２－２６ 泉野、長坂台 医療法人 積仁会 

16 いずみの ２５９－０５２２ １ １ ２ ２ 6 泉野町６－１５－５ 野町、中村、弥生、新神田 公益財団法人 金沢市福祉サービス公社 

17 ありまつ ２４２－５５１０ １ １ １ １ 4 有松５－２－２４ 三馬、米泉 医療法人社団 中央会  

18 やましな ２４１－８１６５ １ ２ １ ２ 6 山科町午４０－１ 富樫、伏見台 社会福祉法人 洋裕会 

19 まがえ ２９８－６９６４ １ １ １ １ 4 馬替２－１２４－１ 額、扇台、四十万 特定医療法人 扇翔会 
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（15）金沢市地域包括支援センターの一覧 



 １．登録基準 
 

   《ハード》  ・床面積は原則25㎡以上 ・構造・設備が一定の基準を満たすこと 

          ・バリアフリー（廊下幅、段差解消、手すり設置） 
 

   《サービス》   ・サービスを提供すること （尐なくとも安否確認・生活相談サービスを提供） 
            ［サービスの例：食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助 等］ 
 

   《契約内容》 ・長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないなど、居住の安定が図られた契約であること 

           ・敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと 

         ・前払金に関して入居者保護が図られていること 

   （初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・返還ルールの明示の義務付け） 

24時間対応の訪問看護・介護 

 「定期巡回随時対応サービス」の活用→介護保険法改正により創設 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（改正法：公布 H23.4.28／施行H23.10.20） 

登録戸数：110,134戸 
（平成25年4月30日現在） 

【併設施設】 
診療所、訪問看護ステーション、 

ヘルパーステーション、 

デイサービスセンター  など 
16 

 ２．登録事業者の義務 
   ・契約締結前に、サービス内容や費用について

書面を交付して説明すること 

   ・登録事項の情報開示 

   ・誤解を招くような広告の禁止 

   ・契約に従ってサービスを提供すること 

 ３．行政による指導監督 
   ・報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査 

   ・業務に関する是正指示 

   ・指示違反、登録基準不適合の 

    場合の登録取消し 

サービス付き高齢者向け住宅 

住み慣れた環境で 

必要なサービスを受けながら 

暮らし続ける 

（※有料老人ホームも登録可） 

（16）サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要 
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○金沢市におけるサービス付き高齢者住宅の登録状況は、18物件、600戸となっている。 

平成25年3月31日時点 

（17）サービス付き高齢者向け住宅の登録状況の推移（金沢市） 



■法人種別等
実数 割合

医療法人 1 5.6%
社会福祉法人 5 27.8%
株式会社 9 50.0%
有限会社 2 11.1%
NPO法人 0 0.0%
各種組合 0 0.0%
その他 0 0.0%
個人 1 5.6%
合計 18

医療法人, 

5.6%

社会福祉

法人, 
27.8%

株式会社, 

50.0%

有限会社, 

11.1%

個人, 5.6%

■主な業種
実数 割合

介護系事業者 9 50.0%
医療系事業者 3 16.7%
不動産業者 4 22.2%
建設業者 1 5.6%
ハウスメーカー 0 0.0%
その他 1 5.6%
合計 18

介護系事業者, 

50.0%

医療系事業者, 

16.7%

不動産業者, 

22.2%

建設業者, 5.6%

その他, 5.6%

○法人等種別では、株式会社（50.0%）、社会福祉法人（27.8%）、有限会社（11.1%）医療法人（5.6%） 
で全体の9割強を占める。 
○主な業種としては、介護系事業者が５割を占め、次いで不動産業者（22.2%）医療系事業者（16.7%）、 
建設業者（5.6%）となっている。 

平成25年3月31日時点 

（18）サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者（金沢市） 
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■住宅戸数
実数 割合

10戸未満 1 5.6%
10戸以上20戸未満 3 16.7%
20戸以上30戸未満 5 27.8%
30戸以上40戸未満 2 11.1%
40戸以上50戸未満 3 16.7%
50戸以上 4 22.2%
合計 18

平均戸数 33.3 戸

10戸未満, 5.6%

10戸以上20戸

未満, 16.7%

20戸以上30戸

未満, 27.8%

30戸以上40戸

未満, 11.1%

40戸以上50戸

未満, 16.7%

50戸以上, 

22.2%

○住宅戸数では、「20戸以上30戸未満（27.9%）」「50戸以上（22.2%）」が多いが、全体の8割弱が
50戸未満である。 

平成25年3月31日時点 

（19）サービス付き高齢者住宅の戸数（金沢市） 
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実数 割合 実数 割合
状況報告・生活相談サービス 18 100.0% - -
食事の提供 17 94.4% 1 5.6%
入浴等の介護サービス 17 94.4% 1 5.6%
調理等の家事サービス 13 72.2% 5 27.8%
健康維持増進サービス 14 77.8% 4 22.2%

提供する 提供しない

○状況把握・生活相談サービス以外に、94.9%の物件において「食事の提供サービス」、「入浴等の介護
サービスが提供される。 
○調理等の家事サービス、健康の維持増進サービスについては、概ね７割を超える物件において提供される。 
○状況把握・生活相談サービスのみを提供する物件は、1件（5.6％）である。 

平成25年3月31日時点 

（20）サービス付き高齢者向け住宅において提供されるサービス（金沢市） 
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■常駐する者（複数回答）
対象物件数１８件を母数に算出

実数 割合
社会福祉法人の職員 5 27.8% 0.278
自らの設置する住宅を管理する医療法人の職員 2 11.1% 0.111
委託を受けてサービスを提供する社会医療法人の職員 0 -
居宅介護サービス事業者の職員 7 38.9% 0.389
ホームヘルパー２級以上の資格を有する者 13 72.2% 0.722

■提供時間

実数 割合
24時間常駐 17 94.4%
夜間は緊急通報サービスによる 1 5.6%

27.8%

11.1%

38.9%

72.2%

0% 20% 40% 60% 80%

社会福祉法人の職員

自らの設置する住宅を管理する医療法人

の職員

委託を受けてサービスを提供する社会医療

法人の職員

居宅介護サービス事業者の職員

ホームヘルパー２級以上の資格を有する者

24時間常駐, 

94.4%

夜間は緊急通報

サービスによる, 
5.6%

○常駐する者は、ホームヘルパー２級以上の資格を有する者（72.２%）が最も多く、次いで居宅介護サー
ビス事業者の職員（38.9%）が多い。 
○状況把握及び生活相談サービスの提供時間は、24時間常駐が9割強を占める。 

平成25年3月31日時点 

（２１）状況把握・生活相談サービス（金沢市） 
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■併設施設の有無
実数 割合

なし 3 16.7%
1件 7 38.9%
2件 8 44.4%
3件以上 0 0.0%
合計 18

■併設施設の種類
対象物件18件を母数に算出

実数 割合
通所介護事業所 9 50.0%
訪問介護事業所 7 38.9%
居宅介護支援事業所 6 33.3%
小規模多機能型居宅介護事業所 0 0.0%
訪問看護事業所 0 0.0%
食事サービス施設 0 0.0%
診療所 0 0.0%
短期入所生活介護事業所 1 5.6%
グループホーム 0 0.0%
通所リハビリテーション事業所 0 0.0%
訪問リハビリテーション事業所 0 0.0%
短期入所療養介護事業所 0 0.0%

合計 18

なし, 16.7%

1件, 38.9%

2件, 44.4%

3件以上, 
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○全体の8割強が併設の介護保険事業所を有している。 
○併設の介護保険事業所の種類は、通所介護事業所（50.0%）、訪問介護事業所（38.9%）、居宅介護支援事業所
（33.3%）が多い。 

平成25年3月31日時点 

（22）サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設
（金沢市） 
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○有料老人ホームの施設ごとの種別割合では、住宅型（89.5%）、介護付き（10.5%）となっており、住宅型
が9割弱を占めるが、定員数での割合は、住宅型（74.9%）、介護付き（25.1%）と住宅型が7割強と比率が低
下する。 

平成25年4月30日時点 

■有料老人ホーム種別（施設数）
種　　　別 施設数 割合

介護付有料老人ホーム 4 10.5%
住宅型有料老人ホーム 34 89.5%

合　　　計 38

介護付有料老

人ホーム, 
10.5%

住宅型有料老

人ホーム, 
89.5%

■有料老人ホーム種別ごとの定員数
種別 定員数 割合

介護付有料老人ホーム 497 25.1%
住宅型有料老人ホーム 1,486 74.9%

合　　　計 1,983
介護付有料老

人ホーム
25.1%

住宅型有料老

人ホーム
74.9%
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（23）有料老人ホームの種別（金沢市） 

介護付有料老人ホーム：介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。 
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活
介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能 
住宅型有料老人ホーム：生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施
設。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等
の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続す
ることが可能。 
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（24）有料老人ホームの種別ごとの推移（金沢市） 
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平成25年4月30日時点 

施設数推移 入居定員数推移 



○法人等種別では、株式会社（81.6%）、有限会社（13.2%）で全体の9割強を占めている。 

平成25年4月30日時点 

■有料老人ホームの定員数別
法人種別 実数 割合
株式会社 31 81.6%
社団法人 1 2.6%
有限会社 5 13.2%
個人 1 2.6%
合計 38

株式会社, 
81.6%

社団法人, 
2.6%

有限会社, 
13.2%

個人, 2.6%
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（２５）有料老人ホーム事業を行う者（金沢市） 



○定員数では、「30人以上39人未満（18.4%）」「20人以上29人未満、40人以上49人未満、70人以上79
人未満（15.8%）」が多いが、全体の7割が59人未満である。 

平成25年4月30日時点 

■有料老人ホームの定員数別
定員数 件数 割合
10人未満 1 2.6%
10人～19人 3 7.9%
20人～29人 6 15.8%
30人～39人 7 18.4%
40人～49人 6 15.8%
50人～59人 4 10.5%
60人～69人 0 0.0%
70人～79人 6 15.8%
80人～89人 1 2.6%
90人～99人 2 5.3%
100人以上 2 5.3%
合計 38

10人未満, 2.6%
10人～19
人, 7.9%

20人～29人, 
15.8%

30人～39人, 
18.4%

40人～49人, 
15.8%

50人～59人, 
10.5%

60人～69人, 
0.0%

70人～79人, 
15.8%

80人～89人, 
2.6%

90人～99人, 
5.3%

100人以上, 
5.3%
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（26）有料老人ホームの定員別（金沢市） 


